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通知「個人情報の漏えい等事案が発生した
場合の私的年金分野における個人情報取扱
事業者の対応について」の改正について

2022年4月1日 No.534

 個人情報保護法の改正（2022年4月1日施行）に伴い、通知

「個人情報の漏えい等事案が発生した場合の私的年金分野におけ

る個人情報取扱事業者の対応について」を改正※1する通知が

2022年3月31日に発出されました。

 今回の改正により、漏えい等が発覚した場合に地方厚生（支）局長

へ報告する時期と報告に用いる様式が示されました。

※1「個人情報の漏えい等事案が発生した場合の私的年金分野における個人情報取扱事業者の対応について」の

一部改正について
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改正の概要

 これまで、個人情報の漏えい等が発覚した場合は、通知「個人情報の漏えい等事案が発生した

場合の私的年金分野における個人情報取扱事業者の対応について」（平成29年5月30日付

年発0530第5号）により、速やかに地方厚生（支）局長宛に報告することとされていましたが、

今般の改正により報告時期と報告様式が示されました。

 漏えい等事案が発覚した場合の報告時期と報告様式は次の通りです。
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事案 報告時期 報告様式

速やかに報告を行う必要性が低いと認められる場合 四半期に1回程度 様式第2

上記以外 発覚次第 様式第1

適用日

 2022年4月1日

※ 個人情報保護法の改正に伴い、「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」を改正

する告示も発出されておりますが、条ずれに対応するものであり内容に変更はありません。

https://i02.smp.ne.jp/u/mutb_img/mutbnewsNo534_1.zip
https://i02.smp.ne.jp/u/mutb_img/mutbnewsNo534_2.zip

